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(57)【要約】
【課題】重量物を収納した場合でも、展示中に箱が開封
されず改ざん防止効果を奏する看板付カートンを提供す
る。
【解決手段】箱部Ｂの後面部１２が上側に延伸されて、
吊り下げ可能な看板部１２Ａとされている看板付カート
ン１０において、前面部１１に接続された蓋部の先端に
は、後面部側に差し込まれる複数の差し込み係止片１７
が少なくともＸ幅方向の両側位置に設けられ、後面部側
には、差し込み係止片と係止される係止舌部１９が設け
られ、差し込み係止片と係止舌部とにはその基端位置に
互いに係合する切り込み１７ｄ，１９ｄが設けられてい
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　箱部の後面部が上側に延伸されて、吊り下げ可能な看板部とされている看板付カートン
において、
　前面部に接続された蓋部の先端には、前記後面部側に差し込まれる複数の差し込み係止
片が少なくとも箱幅方向の両側位置に設けられ、
　前記後面部側には、前記差し込み係止片と係止される係止舌部が設けられ、
　前記差し込み係止片と前記係止舌部とにはその基端位置に互いに係合する切り込みが設
けられていることを特徴とする看板付カートン。
【請求項２】
　前記差し込み係止片と前記係止舌部とが、前記蓋部を閉塞した際に互いに幅方向に隣接
する位置に設けられ、前記切り込みどうしが互いに係合するよう前記箱幅方向に延在する
ことを特徴とする請求項１記載の看板付カートン。
【請求項３】
　前記蓋部先端で前記差し込み係止片として折り込まれない部分が、前記差し込み係止片
の基端位置となる罫線よりも、前記蓋部を閉塞した際に前記後面部側に突出した突出部と
して形成されることを特徴とする請求項１または２記載の看板付カートン。
【請求項４】
　前記突出部が、前記蓋部を閉塞した際に前記係止舌部の基端位置または前記後面部に当
接した状態となるよう突出量が設定されることを特徴とする請求項３記載の看板付カート
ン。
【請求項５】
　前記蓋部には、前記蓋部を閉塞した状態で、前記蓋部を切断することでカートンを開封
する開封罫線が設けられることを特徴とする請求項１から４のいずれか記載の看板付カー
トン。
【請求項６】
　前記後面部の上端部が折り返されて、
　前記係止舌部が、前記後面部の折り返された先端位置、かつ、前記箱幅方向中央位置に
設けられることを特徴とする請求項１から５のいずれか記載の看板付カートン。
【請求項７】
　前記係止舌部が、前記蓋部を閉塞した際に前記蓋部位置を基端として上側に形成された
折り曲げ片として形成され、かつ、前記箱幅方向中央位置に設けられることを特徴とする
請求項１から５のいずれか記載の看板付カートン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は看板付カートンに用いて好適な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　看板付カートンを吊り下げる場合には、特許文献1の図６等に記載されるように、重量
物を収納して吊り下げた場合に、吊り下げ部分となる後面板２と箱部分の蓋板６との間に
隙間が空いてしまうという問題があった。このため、特許文献１では、折り返し板９の先
端に係合片１０を連接するとともに、係合片と折り返し板の折り目に沿って差込孔１１を
形成し、蓋板の先端には差し込み舌片７を設けている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開昭６３－１１１４２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　しかしながら、特許文献1の技術では、蓋板６の先端に設けた差し込み舌片７が差込孔
１１から緩む、あるいは、抜けてしまい、箱部分が空いてしまうという問題があった。特
に、隙間が形成される方向に吊り下げた看板付カートンが変形したときに差し込み舌片７
が差込孔１１から抜けてしまう可能性があるという問題があった。
　このように、吊り下げ展示をしている際に、容易に蓋板が開封できてしまう場合には、
内部の改ざんなどセキュリティ性に問題がある。
【０００５】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので、重量物を収納した看板付カートンにお
いて、展示中に箱が開封されない看板付カートンを提供するという目的を達成しようとす
るものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の看板付カートンは、箱部の後面部が上側に延伸されて、吊り下げ可能な看板部
とされている看板付カートンにおいて、
　前面部に接続された蓋部の先端には、前記後面部側に差し込まれる複数の差し込み係止
片が少なくとも箱幅方向の両側位置に設けられ、
　前記後面部側には、前記差し込み係止片と係止される係止舌部が設けられ、
　前記差し込み係止片と前記係止舌部とにはその基端位置に互いに係合する切り込みが設
けられていることにより上記課題を解決した。
　本発明の看板付カートンは、前記差し込み係止片と前記係止舌部とが、前記蓋部を閉塞
した際に互いに幅方向に隣接する位置に設けられ、前記切り込みどうしが互いに係合する
よう前記箱幅方向に延在することができる。
　本発明の看板付カートンは、前記蓋部先端で前記差し込み係止片として折り込まれない
部分が、前記差し込み係止片の基端位置となる罫線よりも、前記蓋部を閉塞した際に前記
後面部側に突出した突出部として形成されることができる。
　本発明の看板付カートンは、前記突出部が、前記蓋部を閉塞した際に前記係止舌部の基
端位置または前記後面部に当接した状態となるよう突出量が設定されることができる。
　本発明の看板付カートンは、前記蓋部には、前記蓋部を閉塞した状態で、前記蓋部を切
断することでカートンを開封する開封罫線が設けられることができる。
　本発明の看板付カートンは、前記後面部の上端部が折り返されて、
　前記係止舌部が、前記後面部の折り返された先端位置、かつ、前記箱幅方向中央位置に
設けられる手段か、前記係止舌部が、前記蓋部を閉塞した際に前記蓋部位置を基端として
上側に形成された折り曲げ片として形成され、かつ、前記箱幅方向中央位置に設けられる
手段を採用することができる。
【０００７】
　本発明の看板付カートンは、箱部の後面部が上側に延伸されて、吊り下げ可能な看板部
とされている看板付カートンにおいて、
　前面部に接続された蓋部の先端には、前記後面部側に差し込まれる複数の差し込み係止
片が少なくとも箱幅方向の両側位置に設けられ、
　前記後面部側には、前記差し込み係止片と係止される係止舌部が設けられ、
　前記差し込み係止片と前記係止舌部とにはその基端位置に互いに係合する切り込みが設
けられていることにより、前記蓋部を閉塞した際に、前記差し込み係止片が前記係止舌部
に差し込まれて、前記差し込み係止片の基端位置の切り込みと、前記係止舌部の基端位置
の切り込みとが、に互いに係合することで、前記蓋部が前記後面部に係止されて、箱部が
密封される。これにより、互いに係合した差し込み係止片と係止舌部とが容易には外れな
いため、蓋部の先端側から箱部を開封することが困難になるとともに、看板付カートンを
吊り下げ展示した際に、収納されたが重量物であった場合でも、蓋部と箱部とが互いに離
間して隙間があることを防止できる。
【０００８】
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　本発明の看板付カートンは、前記差し込み係止片と前記係止舌部とが、前記蓋部を閉塞
した際に互いに幅方向に隣接する位置に設けられ、前記切り込みどうしが互いに係合する
よう前記箱幅方向に延在することにより、前記蓋部を閉塞した際に、蓋部先端位置と、こ
の蓋部先端位置より上側に延伸する後面部の基端（箱部の上端位置）と、で形成される後
面部と蓋部との折れ曲がり境界部分において、この境界部に沿って箱部幅方向に設けられ
た切り込みが互いに係合することになる。これにより、後面部と蓋部との接続を強固にし
て、互いに係合した差し込み係止片と係止舌部とが容易には外れないため、蓋部の先端側
から箱部を開封することが困難になるとともに、看板付カートンを吊り下げ展示した際に
、収納されたが重量物であった場合でも、また、看板付カートンが変形した場合でも、蓋
部と箱部とが互いに離間して隙間が生じることを防止できる。
【０００９】
　本発明の看板付カートンは、前記蓋部先端で前記差し込み係止片として折り込まれない
部分が、前記差し込み係止片の基端位置となる罫線よりも、前記蓋部を閉塞した際に前記
後面部側に突出した突出部として形成されることにより、前記蓋部を閉塞した際に、蓋部
先端位置と、この蓋部先端位置より上側に延伸する後面部の基端（箱部の上端位置）と、
で形成される後面部と蓋部との折れ曲がり境界部分において、突出部を後面部側に接触さ
せて、さらに、突出部が後面部側を押圧するようにできるため、後面部と蓋部との接続を
強固にして、互いに係合した差し込み係止片と係止舌部とが容易には外れないようにする
ことができる。
【００１０】
　本発明の看板付カートンは、前記突出部が、前記蓋部を閉塞した際に前記係止舌部の基
端位置または前記後面部に当接した状態となるよう突出量が設定されることにより、差し
込み係止片と係止舌部との切り込みが互いに噛み合った状態から外れることを防止できる
ため、後面部と蓋部との接続を強固にして、互いに係合した差し込み係止片と係止舌部と
が容易には外れないようにすることができる。
　さらに、前記突出部が、前記蓋部を閉塞した際に前記係止舌部の基端位置または前記後
面部に当接した状態となるよう突出量が設定されることにより、前記蓋部を閉塞した際に
突出部が後面部に当接した状態を維持し、蓋部先端位置と、この蓋部先端位置より上側に
延伸する後面部の基端（箱部の上端位置）と、で形成される後面部と蓋部との折れ曲がり
境界部分において、隙間が空くことを防止することができるとともに、長期間重量物を収
納して吊り下げ展示した場合でも、隙間が空かない状態を維持することができる。
【００１１】
　本発明の看板付カートンは、前記蓋部には、前記蓋部を閉塞した状態で、前記蓋部を切
断することでカートンを開封する開封罫線が設けられることにより、前記差し込み係止片
と前記係止舌部との前記切り込みどうしを互いに係合するようにして、前記蓋部を閉塞し
た後に、開封罫線から蓋部を切断することで、箱部を開封して容易に内容物を取り出すこ
とが可能となる。
【００１２】
　本発明の看板付カートンは、前記後面部の上端部が折り返されて、
　前記係止舌部が、前記後面部の折り返された先端位置、かつ、前記箱幅方向中央位置に
設けられることにより、蓋部の箱幅方向中央位置を後面部と係止して、重量物を収納して
吊り下げた場合でも看板付カートンの変形による箱部の密閉破損を防止するとともに、箱
部を閉塞した際に、蓋部先端の中央部分が箱部の内側に下がってしまうことを防止できる
。
【００１３】
　本発明の看板付カートンは、前記係止舌部が、前記蓋部を閉塞した際に前記蓋部位置を
基端として上側に形成された折り曲げ片として形成され、かつ、前記箱幅方向中央位置に
設けられることにより、製造に使用する最上を削減するとともに、折り曲げ片として係止
舌部を形成した孔部を吊り下げ展示用の穴とすることができるとともに、蓋部の箱幅方向
中央位置を後面部と係止して、箱部を閉塞した際に、蓋部先端の中央部分が箱部の内側に
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下がってしまうことを防止できる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、箱部の密閉を維持して改ざん防止効果を奏するとともに、重量物を吊
り下げ展示した場合にも、蓋部に隙間ができないように箱部を密閉することができ、看板
付カートンの変形に対しても密閉を維持できるという効果を奏することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明に係る看板付カートンの第１実施形態を示す展開図である。
【図２】本発明に係る看板付カートンの第１実施形態を示す斜視図である。
【図３】本発明に係る看板付カートンの第２実施形態を示す展開図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明に係る看板付カートンの第１実施形態を、図面に基づいて説明する。
　図１は、本実施形態における看板付カートンを示す展開図であり、図において、符号１
０は、看板付カートンである。
【００１７】
　本実施形態に係る看板付カートン１０は、枚葉の打ち抜かれた薄板体からなるものとさ
れ、図１に示すように、前面部１１と、後面部１２と、右側面部１３と、左側面部１４と
、底面部１５Ａと、底面部１５Ｂと、蓋部１６と、を有するものとされる。看板付カート
ン１０は、例えば紙製、樹脂製とされる。
【００１８】
　これら、前面部１１と、後面部１２の下側と、右側面部１３と、左側面部１４と、底面
部１５Ａと、底面部１５Ｂと、蓋部１６と、は、図２に示すように、組み立てられて箱部
Ｂを形成する。
【００１９】
　前面部１１は略矩形とされて、Ｘ方向となる幅方向左側に後面部１２と糊付けされる糊
付け部１１ＡがＺ方向とされる上下方向ほぼ全長にわたって連設されている。前面部１１
のＸ方向となる幅方向右側には、Ｚ方向とされる上下方向に同じ寸法を有する略矩形とさ
れる右側面部１３が連設されている。前面部１１と糊付け部１１Ａとの間には、折り線と
なる罫線１１ａがＺ方向に形成され、前面部１１と右側面部１３との間には、折り線とな
る罫線１３ａがＺ方向に形成されている。
【００２０】
　右側面部１３のＸ方向となる幅方向右側には、前面部１１と同形の矩形に対してＺ方向
とされる上方向に延設された略矩形とされる後面部１２が連設されている。後面部１２の
Ｘ方向となる幅方向右側には、右側面部１３と同形の矩形とされる左側面部１４が、上下
方向に右側面部１３と同じ位置として連設されている。右側面部１３と後面部１２との間
には、折り線となる罫線１２ａがＺ方向に形成され、後面部１２と左側面部１４との間に
は、折り線となる罫線１４ａがＺ方向に形成されている。前面部１１と、後面部１２の下
側と、右側面部１３と、左側面部１４と、は、箱部Ｂの側面を形成している。
【００２１】
　前面部１１と後面部１２とのＺ方向下側には、それぞれ同一形状とされる底面部１５Ａ
と底面部１５Ｂとが連接され、これら底面部１５Ａと底面部１５Ｂとは、右側面部１３と
左側面部１４とのＺ方向下側に連接された右底フラップ１３Ｂと左底フラップ１４Ｂと貼
り合わされて、箱部Ｂの底面を形成している。底面部１５Ａと底面部１５Ｂとは、互いに
略同一形状となる輪郭凹凸を有し、これらの凹部どうしおよび凸部どうしを対応して組み
合わせることで、箱部Ｂの底部全面を閉塞可能なものとされている。
【００２２】
　前面部１１と底面部１５Ａとの間には、折り線となる罫線１１ｂがＸ方向に形成されて
いる。後面部１２と底面部１５Ｂとの間には、折り線となる罫線１２ｂがＸ方向に形成さ
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れている。右側面部１３と右底フラップ１３Ｂとの間には、折り線となる罫線１３ｂがＸ
方向に形成されている。側面部１４と左底フラップ１４Ｂとの間には、折り線となる罫線
１４ｂがＸ方向に形成されている。
【００２３】
　右側面部１３と左側面部１４とのＺ方向上側には、それぞれ右フラップ１３Ｃと左フラ
ップ１４Ｃとが連接されている。右側面部１３と右フラップ１３Ｃとの間には、折り線と
なる罫線１３ｃがＸ方向に形成されている。側面部１４と左フラップ１４Ｃとの間には、
折り線となる罫線１４ｃがＸ方向に形成されている。
【００２４】
　前面部１１のＺ方向上側には、Ｘ方向となる幅方向全長にわたって全面部１１と同じ幅
方向寸法を有する略矩形の蓋部１６が設けられる。前面部１１と蓋部１６との間には、折
り線となる罫線１１ｃがＸ方向に形成されている。
【００２５】
　後面部１２のＺ方向上側には、罫線１１ｃを延長した位置よりもＺ方向上側に延在する
吊り下げ後部（看板部）１２Ｂと、この吊り下げ後部１２Ｂに、Ｘ方向に延在する罫線１
２ｃから折り曲げられて、その先端が罫線１１ｃよりも下側位置となる吊り下げ前部（看
板部）１２Ａが連設されている。吊り下げ後部１２Ｂと吊り下げ前部１２ＡとのＸ方向と
なる幅方向寸法は、後面部１２の幅方向寸法と略同一とされている。
【００２６】
　蓋部１６のＺ方向における前面部１１と反対側となる先端側には、Ｘ方向となる箱幅方
向の両側位置に２箇所の差し込み係止片１７，１７が連設されている。蓋部１６と差し込
み係止片１７，１７との間には、折り線となる罫線１７ｃ，１７ｃがそれぞれＸ方向に形
成されている。
【００２７】
　差し込み係止片１７は、蓋部１６によって箱部Ｂを閉塞する際に罫線１７ｃから折り曲
げて後面部１２側に差し込み可能なように、Ｘ方向となる箱幅方向に所定の寸法を有する
ように設けられる。たとえば、差し込み係止片１７の幅寸法は、蓋部１６の三分の一程度
とされることができる。差し込み係止片１７の蓋部１６と接続される基端位置の両端部分
には、罫線１７ｃに対応して、Ｘ方向に延在する直線状の切り込み１７ｄ，１７ｅが設け
られている。
【００２８】
　切り込み１７ｄは、Ｘ方向に並んだ他の差し込み係止片１７側、つまり、蓋部１６の中
央側に設けられ、切り込み１７ｅは、Ｘ方向に並んだ他の差し込み係止片１７と反対側、
つまり、蓋部１６の外側に設けられる。切り込み１７ｄと切り込み１７ｅとは略同一のＸ
方向寸法を有するものとされる。
　切り込み１７ｄは、互いに蓋部１６の中央側に延在する直線となるように蓋部１６の先
端輪郭形状が形成され、切り込み１７ｅは、切り込み１７ｄを延長した位置となるように
蓋部１６両外側位置の先端輪郭形状が形成されている。
【００２９】
　この蓋部１６先端では、差し込み係止片１７が接続されている差し込み係止片１７の基
端位置としてなる罫線１７ｃ，１７ｃ以外の部分、つまり、切り込み１７ｄを延長した直
線形状とされている蓋部１６の中央部分と、蓋部１６両外側部分とが、蓋部１６により箱
部Ｂを閉塞した際に後面部１２側に突出する突出部１８として形成されている。
【００３０】
　つまり、突出部１８は、罫線１７ｃ，１７ｃよりも、図１に示すＺ方向上側に位置する
状態とされて、Ｚ方向における罫線１１ｃから突出部１８までの距離が、Ｚ方向における
罫線１１Ｃから罫線１７ｃ，１７ｃまでの距離よりも大きくなるように設定されている。
　この突出部１８の突出量は、蓋部１６を閉塞した際に、突出部１８が後述する係止舌部
１９の基端位置となる罫線１９ｃに当接する状態となる、または、突出部１８が後面部１
２に当接した状態となるよう設定される。
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【００３１】
　蓋部１６には、蓋部１６によって箱部Ｂを閉塞した状態において蓋部１６を切断するこ
とで看板付カートン１０を開封するための開封罫線１６ｆが設けられる。開封罫線１６ｆ
は、図１，図２に示すように、蓋部１６の前面部１１側の中央付近から後面部１２側の両
端付近へと延在する破断線とされることができる。なお、蓋部１６を切断して箱部Ｂを開
封できるものであれば、その形状はこの状態に限定されるものではない。
【００３２】
　後面部１２の上端部となる吊り下げ前部１２Ａの先端位置には、Ｘ方向に延在する罫線
１９ｃを介して、係止舌部１９が、後面部１２のＸ方向となる箱幅方向中央位置に連設さ
れている。吊り下げ前部１２Ａにおける先端の両側部分１２ｄ，１２ｄは、Ｚ方向に係止
舌部１９の半分程度まで突出するように形成されている。罫線１９ｃのＸ方向長さは、後
面部１２のＸ方向寸法の三分の一程度とされている。
　係止舌部１９の基端位置となる両端には、Ｘ方向に延在する切り込み１９ｄ，１９ｄが
設けられている。
【００３３】
　切り込み１７ｄの最奥部分となる吊り下げ前部１２Ａの幅方向中央端部１９ｅは、Ｚ方
向上側に向かって湾曲するように形成されている。これにより、罫線１９ｃから係止舌部
１９を折り曲げた際か、または、後述するように、蓋部１６を閉塞して差し込み係止片１
７の切り込み１７ｄ，１７ｄと係止舌部１９の切り込み１９ｄ，１９ｄとを互いに係合さ
せた際に、切り込み１９ｄに対応する係止舌部１９の輪郭部分が差し込み係止片１７に当
接してこれらの係止が解除されないようにすることができる。
【００３４】
　係止舌部１９の基端部分には、切り込み１９ｄ，１９ｄの外側が罫線１９ｃと離間する
ように幅の広い切り込み１９ｆが設けられている。つまり、係止舌部１９は、罫線１９ｃ
よりもＺ方向上側位置において切り込み１９ｄよりも外側位置までくるように、Ｘ方向と
なる幅方向寸法が大きく設定されている。
【００３５】
　差し込み係止片１７の切り込み１７ｄ，１７ｄと係止舌部１９の切り込み１９ｄ，１９
ｄとが、蓋部１６を閉塞した際に互いに係合するように、差し込み係止片１７と係止舌部
１９とが、Ｘ方向とされる箱幅方向に隣接する位置に設けられている。
【００３６】
　右フラップ１３Ｃには、後面部１２側基端部のＸ方向幅寸法が大きく設定された係止部
分１３ｅが設けられている。左フラップ１４Ｃには、後面部１２側基端部のＸ方向幅寸法
が大きく設定された係止部分１４ｅが設けられている。
　これら係止部分１３ｅ，１４ｅは、差し込み係止片１７の切り込み１７ｅ，１７ｅと当
接して、蓋部１６の閉塞状態を維持するものとされる。
【００３７】
　吊り下げ前部１２Ａと吊り下げ後部１２ＢとのＸ方向中央位置には、罫線１２ｃ等距離
に吊り下げ展示に用いる貫通孔１２ｍ，１２ｎが設けられている。貫通孔１２ｍ，１２ｎ
は、同一輪郭形状として形成される。
【００３８】
　本実施形態おける看板付カートン１０は、図１に示すように、枚葉の紙を打ち抜きする
ことにより形成される。その後、罫線１１ａ，１３ａ，１２ａ，１４ａを山折りにして、
糊付け部１１Ａを左側面部１４に糊付けして矩形断面の筒状とする。さらに、底面部１５
Ａと右底フラップ１３Ｂとを罫線１１ｂよび罫線１３ｂから折り曲げて糊付けするととも
に、底面部１５Ｂと左底フラップ１４Ｂとを罫線１２ｂよび罫線１４ｂから折り曲げて糊
付けし、底面部１５Ａと底面部１５Ｂとの凹凸を組み合わせて、図２に示すように、箱部
Ｂを形成する。
【００３９】
　次いで、吊り下げ前部１２Ａを罫線１２ｃから折り曲げて吊り下げ後部１２Ｂに当接す
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るように合わせておく。これにより、貫通孔１２ｍ，１２ｎが重なる位置になってこれら
の輪郭が一致するとともに、係止舌部１９がＺ方向下向きに突出した状態として形成され
る。さらに、係止舌部１９を罫線１９ｃからＹ方向前側に折り曲げ可能な状態にしておく
。
【００４０】
　この状態で、箱部Ｂ内部に所定の商品等の内容物を収納した後、蓋部１６を罫線１１ｃ
から折り曲げて、箱部Ｂの上部開口を閉塞する。
　このとき、切り込み１７ｄと切り込み１９ｄが互いに係合するように、差し込み係止片
１７と係止舌部１９とを互いに嵌め合わせる。
【００４１】
　これにより、突出部１８が罫線１７ｃ，１７ｃよりも後面部１２側に突出していること
により、蓋部１６中央位置の突出部１８が係止舌部１９の基端位置に当接するとともに、
蓋部１６両外側位置の突出部１８が吊り下げ前部１２Ａにおける先端の両側部分１２ｄ，
１２ｄに当接する。
【００４２】
　このように、切り込み１７ｄと切り込み１９ｄが互いに係合するとともに、切り込み１
７ｅ，１７ｅがそれぞれ係止部分１３ｅ，１４ｅと当接することで、突出部１８と吊り下
げ前部１２Ａとの摩擦力が働いて、蓋部１６の閉塞状態を維持するものとされ、容易に開
封できない状態で箱部Ｂを密閉することができる。同時に、差し込み係止片１７と係止舌
部１９との係合が外れないようになるため、蓋部１６と吊り下げ前部１２Ａとの間が離間
することがなく、また、差し込み係止片１７と係止舌部１９とが外れて蓋部１６が空いて
しまうことがない。
【００４３】
　箱部Ｂに収納した商品等を取り出すには、開封罫線１６ｆを切断して、箱部Ｂの密閉を
破り、蓋部１６を開封罫線１６ｆから開封して内容物を取り出す。
【００４４】
　本実施形態おける看板付カートン１０によれば、蓋部１６を閉塞した際に、差し込み係
止片１７が係止舌部１９に差し込まれて、差し込み係止片１７の切り込み１７ｄと、係止
舌部１９の切り込み１９ｄとが互いに係合することで、蓋部１６が吊り下げ前部１２Ａに
係止されて、箱部Ｂが密封されることにより、互いに係合した差し込み係止片１７と係止
舌部１９とが容易には外れず、引き抜くことができないため、蓋部１６の先端側からの箱
部Ｂ開封を困難にして改ざん防止効果を奏するとともに、看板付カートン１０を貫通孔１
２ｍ，１２ｎに挿入した金具等によって吊り下げ展示した際に、重量物を収納した場合で
も、蓋部１６と箱部Ｂとが互いに離間して隙間が空いてしまうことを防止できる。
　また、看板部が吊り下げ前部１２Ａと吊り下げ後部１２Ｂとの二重構造となっているこ
とにより、商品が重くても支えることができる。
【００４５】
　さらに、差し込み係止片１７と係止舌部１９との切り込み１７ｄ，１９ｄどうしを互い
に係合するようにして、蓋部１６の幅方向中央位置を吊り下げ前部１２Ａと係止して、箱
部Ｂを閉塞した際に、蓋部１６先端の中央部分が箱部Ｂの内側に向かって下がってしまう
ことを防止できる。同時に、隙間が形成される方向に看板付カートン１０が変形したとし
ても、差し込み係止片１７と係止舌部１９とが隙間を塞ぐ効果を得ることができる。
【００４６】
　差し込み係止片１７と係止舌部１９との切り込み１７ｄ，１９ｄどうしを互いに係合す
るようにして蓋部１６を閉塞した後に、開封罫線（開封ジッパ）１６ｆから蓋部１６を切
断することで、箱部Ｂを開封して容易に内容物を取り出すことが可能となる。
【００４７】
　以下、本発明に係る看板付カートンの第２実施形態を、図面に基づいて説明する。
　図３は、本実施形態における看板付カートンを示す展開図である。
　本実施形態において上述した第１実施形態と異なるのは係止舌部１９の配置および後面
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部１２に関する点であり、これ以外の対応する構成要素に関しては、同一の符号を付して
その説明を省略する。
【００４８】
　本実施形態の看板付カートン１０においては、後面部１２が上下方向となるＺ方向に折
り曲げられることがなく、また、係止舌部１９が、後面部１２の上側に延出した吊り下げ
部（看板部）１２Ｃに設けられている。
　吊り下げ部１２Ｃは、後面部１２に延設して上側に設けられ、第１実施形態とは異なり
、１枚の状態として形成される。
【００４９】
　本実施形態において、係止舌部１９の配置として、図３に示すように、罫線１９ｃが罫
線１１ｃ，１３ｃ，１４ｃと同一直線上となるように設定され、同時に、係止舌部１９が
、Ｘ方向とされる箱幅方向中央位置となるように後面部１２に設けられる。
　係止舌部１９の上側輪郭は略円弧状とされておりその中央部がＺ方向で最上位置とされ
ている。
【００５０】
　係止舌部１９は、罫線１９ｃから下向きに折り曲げ可能な折り曲げ片として形成されて
いる。
　係止舌部１９は、罫線１９ｃから箱部Ｂの内側へ下向きに折り曲げて、蓋部１６を閉塞
した際に差し込み係止片１７と係合するように設けられており、係止舌部１９を罫線１９
ｃから下向きに折り返した場合に、係止舌部１９に対応する部分が、吊り下げ用の貫通孔
１２ｐとなるように形成されている。
【００５１】
　本実施形態によれば、折り曲げ片として係止舌部１９を形成した貫通孔（孔部）１２ｐ
を吊り下げ展示用の穴とすることができるとともに、
　係止舌部１９の基端位置となる罫線１９ｃが、吊り下げ部１２Ｃ下端および後面部１２
上端と一致していることにより、蓋部１６の箱幅方向中央位置を吊り下げ部１２Ｃ下端お
よび後面部１２上端と係止して、箱部Ｂを閉塞した際に、蓋部１６先端の中央部分が箱部
Ｂの内側に下がってしまうことを防止できる。
【００５２】
　また、本実施形態においては、後面部１２が一枚として形成されていることにより、製
造時に使用する紙（材料）の量を削減することができるとともに、貫通孔を形成した際に
、打ち抜きパンチによるカスが発生することを防止して製造コストを削減することができ
、さらに、重量物を収納した場合でも、蓋部１６と箱部Ｂとが互いに離間して隙間が空い
てしまうことを防止できる。
【００５３】
　さらに、上記の実施形態においては、差し込み係止片１７が蓋部１６の両端に２箇所設
けられたものとしたが、３箇所以上設けることもできる。
【符号の説明】
【００５４】
１０…看板付カートン
１１…前面部
１１Ａ…糊付け部
１１ａ，１１ｂ，１１ｃ…罫線
１２…後面部
１２Ａ…吊り下げ前部（看板部）
１２Ｂ…吊り下げ後部（看板部）
１２Ｃ…吊り下げ部（看板部）
１２ａ，１２ｂ，１２ｃ…罫線
１２ｄ…両側部分
１３…右側面部
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１３Ｂ…右底フラップ
１３Ｃ…右フラップ
１３ａ，１３ｂ，１３ｃ…罫線
１３ｅ…係止部分
１４…左側面部
１４Ｂ…左底フラップ
１４Ｃ…左フラップ
１４ａ，１４ｂ，１４ｃ…罫線
１４ｅ…係止部分
１５Ａ，１５Ｂ…底面部
１６…蓋部
１６ｆ…開封罫線
１７…差し込み係止片
１７ｃ…罫線
１７ｄ，１７ｅ…切り込み
１８…突出部
１９…係止舌部
１９ｃ…罫線
１９ｄ…切り込み
１９ｅ…端部
１９ｆ…切り込み
Ｂ…箱部

【図１】 【図２】
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